
都市再生の推進に係る有識者ボード

○内閣官房地域活性化統合事務局に設置した都市再生の推進に係る有識者ボードにおいて、都市再生特
別措置法の一部改正により創設された特定都市再生緊急整備地域の指定基準等について検討するとと
もに、東日本大震災における経験が今後の我が国における都市再生の進め方にどのような教訓を与える
かという観点から議論・検討

○その結果を踏まえ、本年１０月7日に都市再生特別措置法に基づく、都市再生基本方針の見直し（閣議決
定）を実施

八田 達夫 （座長、経済学者）
赤井 厚雄 （モルガン・スタンレーMUFG証券）
浅見 泰司 （東京大学空間情報科学研究センター長）
川口 有一郎 （早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授）
谷山 智彦 （野村総合研究所 主任研究員）
中井 検裕 （東京工業大学教授）

委 員

都市再生特別措置法改正に基づく特定都市再生緊急整備地域の指定基準等の検討
東日本大震災の教訓を踏まえた都市再生基本方針の見直し 等

議事内容

平成23年6月1日～平成23年7月5日 計５回開催スケジュール
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羽藤 英二 （東京大学 工学系研究科都市工学専攻 准教授）
中林 一樹 （明治大学 政治経済学研究科 特任教授）
土岐 憲三 （立命館大学 教授）
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広井 良典 （千葉大学 法学部 教授）

ヒアリング対象
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東日本大震災から得られる教訓を踏まえた都市再生基本方針の改正について

○ 都市再生の推進に係る有識者ボード（座長：八田達夫（経済学者））において、東日本大震災における経験から得られる教訓
を、今後の我が国における都市再生にどのようにいかしていくべきかという点について、防災の専門家等からヒアリングを行
いつつ検討

○ その結果を踏まえ、本年１０月7日に都市再生特別措置法に基づく、都市再生基本方針の改正（閣議決定）を実施

＜大都市・地方都市等共通＞

東日本大震災から得られる教訓を踏まえ、大規模災害時に備え、①人的・経済的被害等の最小化、②都市機能の停止・低下等による被災地域
の住民等への負担の抑制、③我が国経済・社会全体に与える負担の最小化 のための措置があらかじめ十分に講じられた災害に強い都市づく
りを推進

＜大都市＞

大都市においては、①人口等の集中による、甚大な人的・経済的被害等の抑制、②経済活動等の中心である大都市における基本的な都市機能
の継続性の安定的確保 に特段の配慮

都市再生の意義及び目標

都市再生に係る施策の基本的方針

＜大都市・地方都市等共通＞
ハード・ソフト両面の施策の連携による大規模災害に対
する多重的な防御
・海岸保全施設、津波避難ビル、避難路等の整備、住
宅・建築物等の耐震化、液状化対策の充実

・ハザードマップの充実、防災教育による防災意識の向
上、地域コミュニティの強化 等

＜大都市＞
・高層建築物地下施設、交通関連施設等が集中する街
区において、建築物等の単体の防災対策にとどまら
ず、街区全体を見据えた災害時の対応に関するハー
ド・ソフト両面からの官民連携による総合的な計画の
策定と当該計画に基づく取組を強化する必要がある。

・超高層建築物の長周期地震動対策の充実 等

人的被害等の最小化

＜大都市・地方都市等共通＞
災害時においても自立的に都市機能が
継続される都市づくりの推進
・防災拠点施設、行政施設等における
自立・分散型エネルギー源等の確保

・地域レベルの災害対応・事業継続に関
する計画の整備

・ライフラインの代替性・多様性の向上
等

＜大都市＞
・自立・分散型エネルギー源、備蓄物資
等を確保した災害に強いビジネス機能
等を有する拠点等の整備の促進

・帰宅困難者対策の充実 等

都市機能の停止・低下等の抑制

＜大都市・地方都市等共通＞
災害に備えた都市間の連携体制の
強化を推進
・災害協定の締結
・災害対応に関する知見・知識の共
有

・各種機能の拠点について同一圏
域内に存しない都市間での分担
等

＜大都市＞
・大都市等の間における大規模災
害の発生リスクを踏まえた合理的
な機能分担の促進 等

都市間の連携
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